
 

平成２２年１０月１日開催｢定例公安委員会｣  
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  現公安委員会委員長 （鎌谷忠雄氏） の委員長任期（平成２１年１０月９日～平成２２年１０月８日）満了に伴い、新委員長の互選（警察法第４３条）及び委員長代理の互選（福井県公安委員会運営規則第６条）を行い、次のとおり決定した。 【新委員長】 三浦 將司氏（平成２２年１０月９日から平成２３年１０月８日までの間） 【新委員長代理】 松本 幸太郎氏（平成２２年１０月９日から平成２３年１０月８日までの間）   
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   ○ 「県民の治安に関する意識調査２０１０」の実施    本年１０月上旬から１１月上旬の間、県民約２，０００人に対して実施する「県民の治安に関する意識調査２０１０」の趣旨、内容及び方法等について報告があった。   
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（１）公文書公開決定等報告書     警察本部長に対する情報公開請求（９月１３日付け）について、公開決定等の報告があり、これを了承した。 
（２）ストーカー行為者に対する「警告」の実施 本年９月７日に越前警察署において、ストーカー行為者に対しストーカー規制法に基づく「警告」を行った旨の報告があり、これを了承した。 
（３）古物商に対する行政処分のための聴聞開催事由の消滅 行政処分（許可の取り消し）の対象として手続き中であった古物商が、本年８月６日に福井警察署へ営業許可証を返納してきたことにより聴聞開催の事由が消滅した旨の報告があり、これを了承した。 
（４）風俗営業者に対する行政処分事由の消滅 行政処分（許可の取り消し）の対象として手続き中であった風俗営業店が、本年９月１７日に福井警察署へ返納理由書を提出してきたことにより行政処分の事由が消滅した旨の報告があり、これを了承した。 
（５）自動車運転代行業の認定申請    認定申請者（２件）に対する調査結果の報告を受けて、申請者を自動車運転代行



業としてそれぞれ認定することを決裁した。 
（６）集団行動に関する許可事務専決状況報告    平成２２年８月中の集団行動に関する許可事務の専決状況の報告を受け、これを了承した。 
（７）第１１６次特別派遣部隊の援助要求 原発警備に係る第１１６次の県外特別派遣部隊の援助要求について、関係各府県公安委員会からの同意について報告があり、これを了承した。 
（８）第１１８次特別派遣部隊の援助要求 原発警備に係る第１１８次の県外特別派遣部隊の援助要求を原案のとおり決裁した。     
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〈報告事項〉
 
  

（１）敦賀新和町郵便局における強盗未遂事件の発生・検挙    県警察から、本年９月２２日午前に敦賀市内の敦賀新和町郵便局で発生した強盗未遂事件につき、被疑者を現行犯逮捕した旨の報告があった。     委員から「見事なスピード解決で、地域住民の警察に対する信頼は高まったと思う。心から感謝申し上げる。」との発言があった。    委員から「迅速な対応の重要性が顕著に表れた事例だと思う。本件については徹底した裏付け捜査をお願いしたい。また、未解決である他のコンビニ強盗事件についても犯人逮捕に向けて全力を挙げていただきたい。」旨の発言があった。  
（２）鯖江市内における実子殺人事件の発生    県警察から、本年９月１９日に鯖江市内のアパートで発生した実子殺人事件（被疑者死亡）の概要について報告があった。  
（３）連続コンビニ強盗事件発生に伴う主な防犯対策    県警察から、本年８月末から９月初旬にかけて連続発生したコンビニエンスストア強盗事件を受けて警察及び関係機関・協会が実施中（予定を含む）の主な防犯対策について報告があった。     委員から、「県内の各コンビニに対し非常通報装置、非常ベル及び防犯カメラ等の防犯設備の完全設置や常時複数勤務など、防犯対策を強化するよう指導願いたい。」旨の発言があった。  
（４）２０１０年ＡＰＥＣ首脳会議警備特別派遣部隊の訓練状況    県警察から、２０１０年ＡＰＥＣ首脳会議警備への本県特別部隊の派遣計画及び訓練状況等について報告があった。     委員から、「長期間の派遣となるので健康には留意し、訓練の成果を十分に発揮



してＡＰＥＣ首脳会議警備完遂の一翼を担っていただきたい。」との発言があった。   
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  本日（１０月１日）実施した道路交通法違反等に関する意見の聴取８件の実施結果と処分内容に関する説明を受け、原案のとおりこれを決定した。   


